
№ 名　　　　　称 郵便番号 所　　在　　地 電話番号 FAX番号 備　　考

１ 横手市農林部
農業振興課 013－8502 横手市旭川一丁目3－41 32－2113 32－4037 横手市農業再生

協議会事務局　

２ 横手市まちづくり推進部
増田地域課 019－0792 横手市増田町増田字土肥館173 45－5515 45－4525

３ 横手市まちづくり推進部
平鹿地域課 013－0105 横手市平鹿町浅舞字覚町後138 24－1118 24－3087

４ 横手市まちづくり推進部
雄物川地域課 013－0205 横手市雄物川町今宿字鳴田１ 22－2187 22－3225

５ 横手市まちづくり推進部
大森地域課 013－0514 横手市大森町字大中島 268 26－2116 26－3200

６ 横手市まちづくり推進部
十文字地域課 019－0529 横手市十文字町字海道下12－5 42－5119 42－3391

７ 横手市まちづくり推進部
山内地域課 019－1108 横手市山内土渕字二瀬8－4 53－2934 53－2140

８ 横手市まちづくり推進部
大雄地域課 013－0461 横手市大雄字三村東18 52－2111 52－3906

◆ 行　政（市）◆

№ 名　　　　　称 郵便番号 所　　在　　地 電話番号 FAX番号 備　　考

１ JA秋田ふるさと
営農経済部営農企画課 013－0205 横手市雄物川町今宿字前田面20 23－6552 23－6501 営農本店

２ JA秋田ふるさと
営農経済部米穀課 013－0205 横手市雄物川町今宿字前田面20 23－6556 23－6504 営農本店

３ JA秋田ふるさと
営農経済部横手営農センター 013－0071 横手市八幡字八幡50 32－8220 33－9200

４ JA秋田ふるさと
営農経済部金沢営農センター 013－0814 横手市金沢中野字根小屋162 37－2124 37－3550

５ JA秋田ふるさと
営農経済部増田営農センター 019－0701 横手市増田町増田字上関ノ口115 45－2035 45－2894

６ JA秋田ふるさと
営農経済部平鹿営農センター 013－0105 横手市平鹿町浅舞字中東160 24－3110 24－2344

７ JA秋田ふるさと
営農経済部雄物川営農センター 013－0205 横手市雄物川町今宿字前田面１ 22－2266 22－5933

８ JA秋田ふるさと
営農経済部大森営農センター 013－0514 横手市大森町字大中島380－2 26－4155 26－2079

９ JA 秋田ふるさと
営農経済部十文字営農センター 019－0513 横手市十文字町植田字大清水182 44－3101 44－5883

10 JA秋田ふるさと
営農経済部大雄営農センター 013－0345 横手市大雄字本庄道北堰間11 52－3665 52－3668

11 東北日紅 株式会社 013－0101 横手市平鹿町上吉田字車長根83 24－1101 24－3901

12 合名会社 寺正商店 013－0105 横手市平鹿町浅舞字浅舞205－2 24－1044 24－3580

13 奈良光商店 014－1413 大仙市角間川町字二本杉43 0187－
65－2141

0187－
65－2141

14 河合商店 019－0701 横手市増田町増田字福嶋道西１ 45－3046 －

15 株式会社 中嶋貞助商店 013－0102 横手市平鹿町醍醐字鰌田13－1 25－4030 25－4849

16 株式会社 丸富商店 013－0102 横手市平鹿町醍醐字醍醐51 25－4334 25－4335

17 有限会社 鈴木勇商店 014－1412 大仙市藤木字東八圭45－1 0187－
65－2203

0187－
65－2208

18 有限会社 秋田アグリテック 019－1613 大仙市太田町太田字新田下野153 0187－
88－2043

0187－
88－2817

19 有限会社 三信 014－0805 大仙市高梨字水里31－3 0187－
62－6211

0187－
86－3560

20 アスカフーズ 株式会社 013－0106 横手市平鹿町中吉田字上藤根143 24－2222 24－2565

◆ 認定方針作成者等 ◆

経営所得安定対策関係連絡先一覧

お問い合わせ先
横手市農業再生協議会事務局
横 手 市 農 林 部 農 業 振 興 課

〒013－8502横手市旭川一丁目３番41号
（県平鹿地域振興局内）
☎32－2113

横手市農業再生協議会横手市農業再生協議会

令和令和８８年度年度

経営所得安定対策経営所得安定対策
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※でん粉含有率：ばれいしょの重量に対するでん粉の含有量

❺ でん粉原料用ばれいしょ
品質区分（でん粉含有率）（＋0.1％ごと） 18.8％ （▲0.1％ごと）

でん粉原料用
ばれいしょ
（円／ｔ）

課税事業者向け単価 ＋64円 14,090 ▲64円
免税事業者向け単価 ＋64円 15,030 ▲64円

● ● ● 数 量 払 の 交 付 単 価 ● ● ●

１ ２

　畑作物の直接支払交付金は、数量払と面積払を併用し、交付金の支払いは数量払を基本に、
営農を継続するために必要最低限の額を当年産の作付面積に応じて面積払で先に交付します。
　出荷・販売数量が明らかとなった段階で、数量払の額を確定し、先に交付された面積払（営
農継続支払）の金額を差し引いた額を追加で交付します。

経営所得安定対策等経営所得安定対策等 　令和５年産から交付対象作物ごとに消費税の課税事業者向け単価と免税事業者向け単価に分
けられています。
　消費税の免税事業者向け単価を申請する方は、２年前（令和６年分）の確定申告書等の提出
が必要です。　※収入・売上が１千万円以下（確定申告書の「営業等」及び「農業」の合計額）であるこ
とを確認します。

❶ 小　 麦

※等級：被害粒の割合や粒揃いの違いで区分　　※Ａ～Ｄランク：たんぱく質の含有率等の違いで区分

品質区分（等級） １等⼜は１等相当 ２等⼜は２等相当
（等級／ランク） Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

パン・中華麺用
品種

（円／60㎏）

課税事業者向け単価 7,420 6,920 6,770 6,710 6,260 5,760 5,610 5,550
免税事業者向け単価 7,950 7,450 7,300 7,240 6,790 6,290 6,140 6,080

上記以外
（円／60㎏）

課税事業者向け単価 5,120 4,620 4,470 4,410 3,960 3,460 3,310 3,250
免税事業者向け単価 5,650 5,150 5,000 4,940 4,490 3,990 3,840 3,780

品質区分（等級） 合格⼜は
合格相当

特定加工用
大豆

（円／60㎏）

課税事業者向け単価 9,360
免税事業者向け単価 9,860

❸ 大　 豆
品質区分（等級） １等⼜は

１等相当
２等⼜は
２等相当

３等⼜は
３等相当

普通大豆
（円／60㎏）

課税事業者向け単価 11,410 10,720 10,040
免税事業者向け単価 11,910 11,220 10,540

※等級：被害粒の割合や粒揃いの違いで区分
※特定加工用：豆腐・油揚、しょうゆ、きなこ等製品の段階において、大豆の原形をとどめない用途に使用する大豆

❷ 大麦・はだか麦

※等級：被害粒の割合や粒揃いの違いで区分　　※Ａ～Ｄランク：白度やたんぱく質の含有率等の違いで区分

品質区分（等級） １等⼜は１等相当 ２等⼜は２等相当
（等級／ランク） Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

二条大麦
（円／50㎏）

課税事業者向け単価 5,050 4,630 4,510 4,460 4,190 3,770 3,640 3,590
免税事業者向け単価 5,330 4,910 4,790 4,740 4,470 4,050 3,920 3,870

六条大麦
（円／50㎏）

課税事業者向け単価 6,060 5,640 5,510 5,460 5,030 4,610 4,490 4,440
免税事業者向け単価 6,440 6,020 5,890 5,840 5,410 4,990 4,870 4,820

はだか麦
（円／60㎏）

課税事業者向け単価 9,300 8,800 8,650 8,560 7,730 7,230 7,080 7,000
免税事業者向け単価 9,860 9,360 9,210 9,120 8,290 7,790 7,640 7,560

※糖度：てん菜の重量に対するしょ糖の含有量

❹ て ん 菜
品質区分（糖度） （＋0.1度ごと） 15.7度（▲0.1度ごと）

てん菜
（円／ｔ）

課税事業者向け単価 ＋62円 5,090 ▲62円
免税事業者向け単価 ＋62円 5,380 ▲62円

❼ な た ね

品質区分（品種）
キザキノナタネ、
キラリボシ、
ナナシキブ、
きらきら銀河、
ペノカのしずく

その他の
品種

なたね
（円／60㎏）

課税事業者向け単価 6,420 5,680
免税事業者向け単価 6,850 6,110

※等級：容積重の違いや被害粒の割合で区分

❻ そ　 ば
品質区分（等級） １ 等 ２ 等

そ　ば
（円／45㎏）

課税事業者向け単価 16,450 14,340
免税事業者向け単価 17,280 15,170

１ 畑作物の直接支払交付金畑作物の直接支払交付金（ゲタ対策）（ゲタ対策）

数量払の交付申請を行う者であって、当年産の作付がある者
交 付 対 象 者

麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ、そば、なたねの当年産の出荷・販売数量
※そばについては、平成27年産から規格外品を支援対象から除外しています。

交付対象数量

２ページ【数量払の交付単価】を参考交付単価（全国一律）

麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ、そば、なたねの当年産の作付面積
交付対象面積

※対象畑作物ごとに東北農政局長が市町村別等の基準単収を定めています。
【横手市の基準単収　小麦143㎏／10ａ　大豆142㎏／10ａ　そば49㎏／10ａ】

※面積払（営農継続支払）の交付を受けた農業者は、対象畑作物の品質区分別生産量を当該畑作物の作付面積で
除した単収が、基準単収の２分の１に満たない場合には、「基準単収を大きく下回ったことの理由書」とその
根拠となる証拠書類（作業日誌、写真等）を提出してもらい、その理由が自然災害等の合理的な理由でない場合
には、支払い済みの面積払（営農継続支払）と水田活用の直接支払交付金を返還してもらいます。

基準単収を大きく下回った場合は基準単収を大きく下回った場合は

※大豆及びそばは生産年の翌年の４月末日、それ以外は生産年の翌年の３月５日まで交付対象者の要件
を満たしている必要があります。

　上記の期間前にやむを得ない事情以外で交付対象者の要件を満たせなくなった場合には交付金の返還
が発生する場合がございます。

認定農業者・集落営農・認定新規就農者（いずれも規模要件はありません）
交 付 対 象 者

交付単価（全国一律） 20,000円／10ａ（麦、大豆等）
13,000円／10ａ（そば） 　　

１１ 数 量 払数 量 払

22 面積払面積払（営農継続支払）（営農継続支払）



３ ４

　収入減少による農業経営への影響を緩和し、安定的な農業経営ができるよう、農業者拠出
に基づくセーフティーネットとして、引き続き実施します。

ナラシ対策については、ＪＡ等認定方針作成者が窓口になります。

認定農業者・集落営農・認定新規就農者（いずれも規模要件はありません）

【都道府県等地域単位で算定】 【農業者ごとに算定】
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麦の差額

大豆の差額

差額

国　費
〈３〉

農業者〈１〉

補てん金

（ ）差額の
９割

収入減少が発生 農業者１：国３の
割合で補てん

イ ーメ ジ 図

認定農業者になりましょう認定農業者になりましょう

◆出荷・販売数量確定が遅くなる作物（大豆など）の場合、畑作物の直接支払交付金の
面積払、畑作物産地形成促進事業の支払時期が予定より遅くなる場合があります。

交 付 金 の 種 類 支　払　時　期
畑作物の直接支払交付金（ゲタ対策）

面積払（営農継続支払） 生　産　年 ８月～12月頃
数量払（麦、そば、なたね） 生　産　年 ９月～ １月頃
数量払（大豆） 生　産　年 １月～ ３月頃

水田活用の直接支払交付金 生　産　年 12月～ １月頃
米・畑作物の収入減少影響緩和対策（ナラシ対策） 生産年翌年 ５月～ ６月頃

→自然災害や価格低下を
はじめ、農業者ごとの
収入の減少を広く補償

→自然災害等による収穫量の減少を補償

→価格が下落した際などに、収入の減少
　を補てん

※青色申告を行っている農業者
　（個人・法人）が対象です

収入保険 農業共済

ナラシ対策

又
は

＋

● 収入保険と、農業共済・ナ
ラシ対策などの類似制度は、
いずれかを選択して加入す
ることができます（重複加
入はできません。）。

● ナラシ対策の補てん金は農
業共済に加入していること
を前提に減額調整されるの
で、ナラシ対策に加入する
場合は農業共済とのセット
加入をお勧めします。

収入保険収入保険・・農業共済との関係農業共済との関係

　新たに農業経営を営もうとする青年等が、経営を開始してから
５年後の目標やその達成に向けた取組等を内容とする「青年等就
農計画」を作成し、横手市に申請します。市は、その計画の内容
が市の設定した目標とすべき水準（基本構想：年間所得 210万
円程度）に照らして適切なものであるか等を審査し、認定します。

▲

認定新規就農者になるには ▲

▲

認定農業者になるには ▲

▲

こんな集落営農が対象になります ▲

２ 米・畑作物の収入減少影響緩和対策米・畑作物の収入減少影響緩和対策（ナラシ対策）（ナラシ対策）

交 付 対 象 者

米、麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ
交付対象品目

　当年産の販売収入の合計が、標準的収入を下回った場合に、その差額の９割を、
国からの交付金と農業者が積み立てた積立金で補てんします。国からの交付金は、
農業者が積み立てた積立金の３倍の額が上限です。

補 て ん 額

加 入 窓 口

３ ゲタ・ナラシ対策の交付対象者ゲタ・ナラシ対策の交付対象者

　意欲ある農業者が、自らの農業の５年後の目標やその達成　意欲ある農業者が、自らの農業の５年後の目標やその達成
に向けた取組等を内容とする「農業経営改善計画」を作成し、に向けた取組等を内容とする「農業経営改善計画」を作成し、
横手市に申請します。市は、その計画の内容が市の設定した横手市に申請します。市は、その計画の内容が市の設定した
目標とすべき水準（基本構想：年間所得 420万円程度）に目標とすべき水準（基本構想：年間所得 420万円程度）に
照らして適切なものであるか等を審査し、認定します。照らして適切なものであるか等を審査し、認定します。

　集落営農のゲタ・ナラシ対策の要件については、次の２つの要件とします。　集落営農のゲタ・ナラシ対策の要件については、次の２つの要件とします。
　　［要件］①組織の規約の作成［要件］①組織の規約の作成
　　　　 ②対象作物の共同販売経理の実施　　　　 ②対象作物の共同販売経理の実施
　ただし、ゲタ・ナラシ対策に加入希望する集落営農は経営所得　ただし、ゲタ・ナラシ対策に加入希望する集落営農は経営所得
安定対策等交付金交付申請書、営農計画書（野帳）の提出を行う安定対策等交付金交付申請書、営農計画書（野帳）の提出を行う
前に、横手市にその旨を申し出し、「農業経営の法人化」及び「地前に、横手市にその旨を申し出し、「農業経営の法人化」及び「地
域における農地利用の集積」についての確認を受けてください。域における農地利用の集積」についての確認を受けてください。

４ 交付金の交付時期交付金の交付時期（予定）（予定）

※生産年の翌年の４月末日まで交付対象者の要件を満たしている必要があります。



５

　水田で麦、大豆、飼料用米、米粉用米等の作物を生産する農業者に対して交付金を直接交
付することにより、水田のフル活用を推進し、食料自給率・自給力の向上を図ります。

　交付対象水田※において、対象作物を、生産（耕作）・販売する農家・集落営農
※交付対象水田…たん水設備（畦畔等）や用水路等を有する農地等

６

　各地域で設定する「水田収益力強化ビジョン」に掲げられた目標を実現するための
水田活用の直接支払交付金の一つです。地域の水田農業の課題解決や収益力向上のた
めに活用されます。

注１：国からの配分及び取組面積の増減により単価が変更となる場合があります。
注２：交付金は交付対象水田での作付、取組で対象となります。不作付地が３年を超えて続いた等で交付対象

から除外となっている水田で取組をした場合、交付金を受けることができませんのでご注意ください。
注３：国の承認により正式な決定となるため、内容等が変更になる場合があります。

対 象 作 物 取　 組　 内　 容 追 加 配 分 単 価

新市場開拓用米
（契約初年度限り）

複数年契約（３年以上の新規契約）への取組
　※令和８年度からの新たな契約のみ対象
　※コメ新市場開拓等促進事業に採択された
　　方が対象

10,000円／10ａ

そば・なたね 作付の取組　※基幹作のみ 20,000円／10ａ
新市場開拓用米 コメの新市場開拓（輸出用米など）の実施 20,000円／10ａ

地域の取組に応じて国から追加配分

分　　　類 品　　目　・　取　　組 交　付　単　価

①重点振興作物推進
すいか、ねぎ、枝豆、アスパラ、トマト、きゅうり、
ほうれん草、花き（菊、トルコギキョウ、ユリ、
シンビジウム、ダリア、芍薬）の出荷・販売

23,000円程度／10ａ

②振興作物推進
さといも、食用菊、にら、未成熟そらまめ、大根、
にんじん、ピーマン、メロン、カリフラワー、キャ
ベツ、葉たばこの出荷・販売

19,000円程度／10ａ

③施設栽培推進 ①重点振興作物と②振興作物を施設栽培（トンネ
ル栽培は対象外）した場合、①及び②に加算 7,000円程度／10ａ

④重点振興作物団地
　推進

①重点振興作物で２ha以上の団地化をした場合、
①に加算 7,000円程度／10ａ

⑤大豆の生産性向上
　の取組推進

大豆を３ha 以上で作付・出荷・販売し、かつ生
産性向上の取組を実施【取組要件はＰ７を参照】 5,000円程度／10ａ

⑥そば団地推進 そばで３ha以上の団地化 3,000円程度／10ａ
⑦そば二毛作
　（二期作）推進

そばとそば、麦とそばの組み合わせによる二毛作
（二期作）の取組 9,000円程度／10ａ

⑧わら利用推進
　（耕畜連携）

飼料用米生産ほ場の稲わら利用の取組
（畜産農家との利用供給協定必要） 7,000円程度／10ａ

⑨飼料作物集積推進 飼料作物（WCSは含まない）で３ha 以上集積し
作付・出荷・販売（自家給餌含む） 7,000円程度／10ａ

⑩ＷＣＳ用稲の品質
　向上の取組推進

多収（専用）品種への取組【取組要件はＰ７を参照】
（面積要件：前年度作付面積以上の作付） 7,000円程度／10ａ

⑪ほ場整備面工事
　完了後の地力増進

ほ場整備面工事完了後の地力増進としてえん麦の
作付、すき込み 20,000円／10ａ

⑫飼料用米大規模
　作付推進 多収（専用）品種を３ha 以上作付 13,000円／10ａ
⑬加工用米大規模
　作付推進 １ha 以上作付 5,000円／10ａ

対　象　作　物 交　付　単　価
麦、大豆、飼料作物※1 　35,000円／10ａ※2

ＷＣＳ用稲（稲発酵粗飼料用稲） 80,000円／10ａ
加工用米 20,000円／10ａ
飼料用米（多収品種）、米粉用米 収量に応じ、55,000円～105,000円／10ａ※3、4

※１ 飼料用とうもろこしを含む。
※２ 多年生牧草について、当年産において播種を行わず収穫のみを行う年は10,000円／10ａで支援。
※３ 過去実績から標準単収以上の収量が確実だったと認められる者には、自然災害等の場合でも、特例措置として
　　 標準単価（80,000円／10ａ）で支援。
※４ 飼料用米の一般品種については、標準単価65,000円／10ａ（55,000円～75,000円／10ａ）とする。

【飼料用米（多収品種）、米粉用米の交付単価のイメージ】
交付金額

（円／10ａ）

単収
（㎏／10ａ）

10.5万

8.0万

5.5万

445★ 595★
（標準単収値）

745★

数量払いの単価（傾き）：約167円／kg

標準単収値の
作柄調整の考え方 標準単収値 ＝ ×地域の合理的な単収

当年産のふるい目1.70㎜以上の10アール当たり収量
ふるい目1.70㎜以上の10アール当たり平年収量 （小数点以下切り上げ）

● 数量払による助成については、農産物検査機
関による数量確認を受けていることを条件と
します。

● ★は、横手市の「地域の合理的な単収」に基づ
く数値であり、地域の合理的な単収は当年産
の作柄（作柄表示地帯別）に応じて調整があ
ります。また、標準単収値も作柄に応じた調
整の影響があります。

横手市の合理的な単収

595㎏／10ａ

　加工用米や新規需要米（米粉用米・飼料用米・WCS用稲・新市場開拓用米）に取り
組む場合は、事前に「取組計画」を国に届出することが必要です。

　令和６年度の要綱改正により、収量が県及び市再生協議会が設定した基準単収の２分の１
に満たない場合、交付金の対象外となってしまいますので、適切な生産管理をお願いします。

５ 水田活用の直接支払交付金水田活用の直接支払交付金

交 付 対 象 者

飼料作物やWCS用稲に取組む皆様へ

加工用米及び新規需要米に取組む皆様へ

支 援 内 容

戦略作物助成

横手市農業再生協議会の産地交付金横手市農業再生協議会の産地交付金



注：①～④の助成単価は目安であり、国からの配分額や本県の取組実績により、単価が変更となる場合があります。

７ ８

❶❶ 大豆、重点推進野菜、新規需要米の作付拡大への助成（拡充）
対象品目 大豆、重点推進野菜、飼料用米、米粉用米、WCS用稲、新市場開拓用米（輸出用米）

重点推進野菜…えだまめ､ ねぎ､ アスパラガス､ トマト､ きゅうり､ すいか

助成要件 前年からの拡大面積が30a以上、かつ１つ以上の取組を実施
（Ｐ８の取組一覧から選択）

助成単価 大　　　　豆　16,000円程度／10ａ
重点推進野菜　32,000円程度／10ａ
飼料用米、米粉用米、WCS用稲　15,000円程度／10ａ
新市場開拓用米（輸出用米）　18,000円程度／10ａ

対象面積 対象品目の前年からの拡大面積

❸❸ 飼料用米の多収品種への取組支援
対象品目 飼料用米（秋田63号、ふくひびき、べこあおば、夢あおば等）

助成要件 対象品目への取組
対象面積 対象品目を作付した面積

助成単価 8,000円／10ａ

助成単価 15,000円／10ａ

❹❹ 新市場開拓用米の省力・低コスト化への助成（増設）
対象品目 新市場開拓用米

助成要件 多収品種の導入やドローンによる農薬散布など、省力・低コスト化の取組を１つ以上実施
※取組内容はＰ８を参照

対象面積 対象品目のうち、省力・低コスト化へ取り組んだ面積

❷❷ 飼料用米の複数年契約への助成（契約初年度限り）
対象品目 飼料用米

助成要件 ３年以上の複数年契約を締結　※令和８年度に開始した契約が対象
対象面積 対象品目のうち、複数年契約に該当する作付面積

助成単価 3,000円／10ａ

品　目　等 取　 組　 内　 容

大　　豆
①地下水位制御システムによる栽培　 ②種子更新　 ③種子塗沫処理の実施
④もみ殻補助暗渠の実施
⑤高性能機械の活用（耕うん同時畝立て播種、産業用無人ヘリコプター、マルチコプター）

飼料用米
米粉用米

ＷＣＳ用稲
新市場開拓用米

（輸出用米）

①育苗期いもち病防除の実施　 ②育苗箱全量施肥技術の実施
③多収品種の導入（秋田63号、ふくひびき、べこあおば等）
④疎植栽培の実施（栽植密度を地域の慣行栽培の80％以下）
⑤直播栽培の実施　 ⑥高密度播種育苗栽培の実施　 ⑦側条施肥の実施
⑧緩効性肥料の利用　 ⑨流し込み施肥の実施　 ⑩畦畔の除草（２回以上）

重点推進野菜 ①出荷又は販売の実施

取　 組　 内　 容
①直播栽培（湛水直播栽培、乾田直播栽培）　②疎植栽培　③高密度播種育苗栽培　④プール育苗　⑤温湯種子消毒
⑥効率的な移植栽培（無代かき移植栽培、乳苗移植栽培）　⑦作期分散　⑧土壌診断等を踏まえた施肥・土づくり
⑨効率的な施肥（流し込み施肥、育苗箱全量施肥、側条施肥）　⑩効率的な農薬処理（播種時同時処理、田植え同時処理）
⑪化学肥料の使用量削減（化学肥料の使用量の30％以上削減）
⑫化学農薬の使用量削減（化学農薬の使用量の50％以上削減）　⑬多収品種の導入　⑭農業機械の共同利用
⑮スマート農業機器の活用　⑯ほ場由来の温室効果ガスの削減　⑰ほ場への炭素貯留
⑱ドローンを活用した防除・追肥

❶❶ 大豆、重点推進野菜、新規需要米の作付拡大への助成　取組一覧

❹❹ 新市場開拓用米（輸出用米等）の省力・低コスト化に関する取組
　　　（※コメ新市場開拓等促進事業に申請した場合は、取組が重複しないこと）

※上記取組を実施したことを証明する書類を準備してください。

　秋田県では、水田フル活用による経営の複合化と戦略作物の産地化を推進するため、産地交付金に
全県共通の助成枠（県推進枠）を設定し、大豆や野菜等の更なる生産拡大を支援します。

※本交付金は、各地域農業再生協議会が定める産地交付金の助成と併せて、国から直接交付されます。

【必須の取組】
● 排水対策の実施（明渠、暗渠など）
● 中耕・培土の実施（適期 ２回以上）
【２つ以上選択して実施が必要な取組】
①種子更新（適正播種量 ４～５㎏／10ａ）
②殺虫殺菌種子消毒の実施
　（クルーザーMAXX、クルーザーFS30）
③開花期追肥の実施
④マメシンクイガ防除の実施
　（スミチオン乳剤（２回）など、アグロス
　リン乳剤・アディオン乳剤・パーマチ
　オン水和剤（１回）など）
⑤高性能機械の活用
　（耕うん同時畦立播種機、産業用ヘリ、
　ドローン）
⑥土壌診断の実施
　（３ha に１箇所程度を実施）

大豆の生産性向上の取組

【助成対象者】
耕畜連携の取組を行う水田において、
飼料作物等を生産する農業者（耕種農家）
 ● 耕種農家と畜産農家で利用供給協定が
　 締結されていること

【助成対象の取組】
　わら利用

〈取組要件〉飼料用米の生産ほ場の稲わらを
　　　　　出荷すること
※コンバインで収穫した際に短くカットし
　た稲わらは大部分を回収することが困難
　なため助成対象から除外

　耕種農家と畜産農家の連携を推進し
飼料生産の拡大を図るため、飼料用米
のわら利用を行う場合に、取組面積に
応じて助成します。

耕畜連携助成とは WCS用稲の品質向上の取組
【２つ以上選択して実施が必要な取組】
① 種子消毒の実施
② 土づくり
　（有機質資材や土壌改良材の施用）
③効率的な農薬処理
　（は種同時処理、田植え同時処理）
④ 排水対策（溝切り、中干し）
⑤ 立毛乾燥
⑥ 適切な収穫・調整
　（糊熟期から黄熟期の収穫、６層巻を
　 基本とした密閉）

産地交付金「県推進枠」産地交付金「県推進枠」

交付対象水田において、対象作物の低コスト生産等に取り組み、生産（耕作）・販売する
農家・集落営農

交付対象者

対 象 作 物 主　 な　 取　 組
麦

〔新市場開拓向け 又は 加工向け〕
①融雪促進　 ②新たに導入した品種に応じた施肥　 ③難防除雑草対策
④生育予測システムを活用した開花期・収穫期予測 等　※（必須）赤カビ病の防除

大　　豆
〔新市場開拓向け 又は 加工向け〕

①大豆300A技術　 ②難防除雑草対策　 ③土壌診断等を踏まえた土づくり
④新品種の導入　 ⑤効率的な施肥　 ⑥均平作業（傾斜均平） 等

高収益作物
〔新市場開拓向け 又は 加工向け〕

①生物農薬の導入　 ②農薬によらない病害虫対策　 ③農薬によらない土壌消毒
④農薬のドリフト対策　 ⑤化学肥料の使用量削減　 ⑥化学農薬の使用量削減 等

子実用とうもろこし ①排水対策　 ②均平作業（傾斜均平）　 ③堆肥の利用
④農薬によらない病害虫対策　 ⑤生物農薬の活用　 ⑥難防除雑草対策 等

取組内容 対象作物ごとに３つ以上の取組が必要です。

◆地域農業再生協議会単位で、取組面積等の評価基準（ポイント）に基づき、国の予算の範囲内で
　採択となります。
◆農業者等が実需者と販売契約を締結する又はその計画を有していることが必要です。

※本支援の対象となった面積は、水田活用の直接支払交付金の戦略作物助成（麦、大豆、飼料作物（子実用とうもろこし）：3.5 万円／
10a）の対象面積から除きます。

対 象 作 物（基幹作のみ対象） 交 付 単 価

令和８年産の麦、大豆、高収益作物（加工・業務用野菜等）、子実用とうもろこし 40,000円／10ａ

支援内容

　産地・実需協働プランに参画する生産者が、実需者ニーズに対応するための低コスト生産等の技術
導入や畑作物の導入・定着に向けた取組を行う場合に、取組面積に応じて支援します。

※令和８年度の要望受付は令和７年度中に終了しています。

畑作物産地形成促進事業畑作物産地形成促進事業
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　産地・実需協働プランに参画する生産者が、実需者ニーズに対応するための低コスト生産等の技術
導入を行う場合に、取組面積に応じて支援します。

※令和８年度の要望受付は令和７年度中に終了しています。

交付対象者

対象作物
（基幹作のみ対象） 交 付 単 価

新市場開拓用米 40,000円／10ａ

加工用米 30,000円／10ａ

米粉用米 90,000円／10ａ

酒造好適米
１年あたり１万円／10ａ×
最大３年間（令和８年
度に一括支援）

支援内容 対象作物ごとに３つ以上の取組が必要です。取組内容

対象作物 主　 な　 取　 組

新市場開拓用米
加工用米
米粉用米

酒造好適米

①直播栽培　 ②疎植栽培
③高密度播種育苗栽培　 ④プール育苗
⑤湯温種子消毒 　⑥効率的な移植栽培
⑦作期分散
⑧土壌診断等を踏まえた施肥・土づくり

等

※支援の対象となった面積は、水田活用の直接支払交付金の国からの追加配
分（新市場開拓用米：２万円／10ａ）、戦略作物助成（加工用米：２万円
／10ａ）の対象面積から除きます。

※県が多収品種と判断する品種を作付けする場合、0.5万円／10ａを加算し
ます（新市場開拓用米、加工用米、米粉用米が対象）。

コメ新市場開拓等促進事業コメ新市場開拓等促進事業

交付対象水田において、対象作物の低コスト生産等に取り組み、生産（耕作）・販売する
農家・集落営農

◆地域農業再生協議会単位で、取組面積等の評価基準（ポイント）に基づき、国の予算の範囲内で
　採択となります。
◆農業者等が実需者と販売契約を締結する又はその計画を有していることが必要です。

　水田を畑地化して畑作物の本作化に取り組む農業者に対して、畑地利用への円滑な移行を促し、
畑作物の需要に応じた生産を促進することを目的として、畑作物の生産が安定するまでの一定期
間、継続的に支援（伴走支援）します。
※令和８年度の要望受付は令和７年度中に終了しています。
※農業者単位で、取組面積等の評価基準（ポイント）に基づき、国の予算の範囲内で採択となります。

畑地化支援・定着促進支援
❶❶ 畑地化支援
水田における畑地化の取組（注１）を支援します。

水田を畑地化して、高収益作物やその他の畑作物の定着等を図る農業者を、作付面積に応じて、
５年間支援します。（❶とセットで支援）

❷❷ 定着促進支援

注１　畑地化は、交付対象水田から除外する取組を指します（地目の変更を求めるものではありません）。

畑 地 化 促 進 事 業畑 地 化 促 進 事 業

自然災害等発生時の対応について
経営所得安定対策等における

　畑作物の直接支払交付金及び水田活用の直
接支払交付金等については、自然災害等によ
り減収及び収穫皆無となった場合でも一定の
条件を満たせば交付対象となります。
　この場合、被害状況等の確認が必要になり
ますので、必ず関係機関（地域農業再生協議
会、農業共済組合、市町村、ＪＡ等）にご相談
ください。

交付金対象作物の栽培にあたっては、
耕起、は種、防除等の作業内容を記
載した
ほ場ごとの
作業日誌を
作成して
おきましょう。

作業日誌

４月 30日耕　起

５月５日播　種

６月 15日防　除

７月 10日草　刈

関係機関に連絡・相談

　自然災害等によるもので、かつ、適切な生産が行われていることが確認でき
れば交付対象となります。

　被害等にあわれた場合には、身の安全
を優先しながら、ご自身でもほ場や作物
の被害状況を写真（日付入り）で残すよ
う、協力をお願いいたします。

注 意
自己の判断ですき込み等を行った場
合、被害状況等の確認ができず交付
対象とならない場合があります。

加工用米及び新規需要米の違反行為
● 加工用米及び新規需要米として生産した米を主食用として出荷
● 主食用米から発生した「ふるい下米」を寄せ集めて飼料用米として出荷
● 他者から購入した米や、主食用米として生産した米を飼料用米に水増しして出荷
●「区分管理」で取り組んだほ場から生産された「ふるい下米」を他の用途に販売

対 象 作 物 ❶❶畑地化支援
（令和８年産単価）

❷❷定着促進支援
（令和８年産単価）

畑　作　物
麦、大豆、飼料作物（牧草等）、
子実用とうもろこし、そば 等

7万円／10ａ
● 2（3 ※）万円／10ａ×５年間
　　　　　　　または
● 10（15 ※）万円／10ａ（一括）

〔※ 加工・業務用野菜等の場合〕（ ）

関係機関による被害状況の確認

自然災害発生自然災害発生
（減収及び収穫皆無）（減収及び収穫皆無）



２ 交付申請書の記載例交付申請書の記載例

昨年に引き続き申請される方は
「継続」に、それ以外の方は「新規」
に☑チェックしてください。

申請する交付金は「する」に、
申請しない交付金は「しない」
に☑チェックしてください。

「環境と調和のとれた農業生産
の実施状況に係る点検シート」
をご確認の上、☑チェックして
ください。

氏名、住所を記入してください。
氏名、住所等が印字されている
方は、内容を確認してください。
訂正が必要な場合は訂正してく
ださい。

該当する経営形態、認定状況に
☑チェックしてください。

「個人情報の取扱い」をご確認
の上、☑チェックしてください。

申請年月日を記入してください。

11 12

作付け「あり」に☑チェックし
た方で収穫量の確定後に面積払
交付金を受けたい方は、「する」
に☑チェックしてください。

ナラシの申請を「する」に☑

チェックをつけた方は、本年に
生産を予定している品目につい
てその生産予定面積等を記入し
てください。

ゲタの申請を「する」に○印を
付けた方は、課税事業者・免税
事業者等の状況をもとに申請す
る単価のいずれかに☑チェック
してください。

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

米穀 8,025
秋期には種する小麦 7,025

大豆 4,022

様式第１号様式第１号（裏面）（裏面）

該当する項目に☑チェックして
ください。
①集落営農の構成員に収入保険
加入者がいる場合は当該人数を
記載ください。
②個人・法人の方は営農開始・
法人設立からの期間に☑チェッ
クしてください。

●認定農業者は、農業経営改善計画認定書の写し

●初めて経営所得安定対策等の交付金を申請する方や、これまでの交付金の振込口座を変更さ
れる方は、「経営所得安定対策等交付金振込口座届出書」を提出してください。

●ブロックローテーションなど、地域の営農上の理由で、交付金を本人名義以外の口座で受
領する必要がある方は、「口座名義人に対する委任状」を提出してください（ただし、既
に提出している方は、変更する必要がある場合のみ提出してください）。

●ゲタ対策で消費税の免税事業者向けの単価を申請する方については、収入・売上が１千万円
以下であることを確認するために、２年前（令和６年分）の確定申告書等を提出してください。

●特定農業法人又は特定農業団体は、特定農用地利用規程認定書の写し及び当該特定農用地
利用規程の写し

●集落営農は、規約の写し、構成員名簿の写し、共同販売経理を確認できる書類（通帳の写
し等）、総会資料の写し（決算書類など）

●認定新規就農者は、青年等就農計画認定書の写し
注１：前年度に加入されている方で、確認書類に変更がない場合は、書類の添付を省略することができます

（新規・変更がある場合は提出が必要です）。
注２：交付申請書の提出後に、交付申請者が死亡した場合や集落営農が法人化するなどの場合には、交付金

の交付を受けるための手続を承継するための書類を作成する必要がありますので、 横手市農業再生協
議会等にお問い合わせください。

1交付対象者であることが確認できる書類

2その他（以下に該当する方は、書類が必要です）

※ゲタ・ナラシ対策の
申請者のみ記入　

交付申請に関する誓約事項 ･個人情報の取扱いの確認

農業者 横手市農業再生協議会（横手市、ＪＡ等）

申 請 者 提 出 先 窓 口

●交付申請を行う方は、立入調査、交付金の返還に関する事項を記載した「経営所得安定対策等交付金
の交付申請に関する誓約事項」を確認していただいた上で、交付申請書を作成してください。

●また、「個人情報の取扱い」についても確認していただき、交付申請書の「個人情報の取扱い」欄の「同
意する」に☑を付けていただくことで、申請書等の内容を皆様に確認していただく手間が減ります。

農林　太郎

ﾉｳﾘﾝ　 ﾀﾛｳ

（〒１２３　-　４５６７ ）

東京都千代田区霞が関１－２－１

0 1 2 0 - 3 4 5 - 6 7 8 9

□

□

□

□ □

□ する

□ する

□ しない □ する □ しない

□ しない

様式第１号様式第１号（表面）（表面） 申請者の押印は不要です。
ナラシの申請を「する」に☑

チェックをつけた方は、積立
コースのいずれかに☑チェック
してください。

ゲタの申請を「する」に☑チェック
をつけた方は、本年に作付けを
予定している品目の「あり」に
☑チェックしてください。

確認事項に☑

チェックして
ください。

ゲタの申請を「する」に☑チェックをつけた方は、課税事業者・免税事
業者等の状況をもとに申請する単価のいずれかに☑チェックしてくださ
い。なお、インボイス登録事業者は、課税事業者向け単価に☑チェック
してください。

６ 対策の加入申請・交付手続き対策の加入申請・交付手続き

１ 「交付申請書」と「営農計画書「交付申請書」と「営農計画書（野帳）（野帳）」を提出してください」を提出してください

３ 交付申請書に添付して提出する書類交付申請書に添付して提出する書類

「新規」又は「変更あり」の方は、
振込口座の通帳表紙の裏表の写
し等の口座情報が確認できる書
類を提出してください。
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　市が定める重点振興作物（８品目）と振興作物（11品目）に対して要件を定め加算します。
【対象作物】重点振興作物（８品目）
　　　　　　　すいか、ねぎ、枝豆、アスパラガス、トマト、きゅうり、ほうれん草、
　　　　　　　花き（菊、トルコギキョウ、ユリ、シンビジウム、ダリア、芍薬）
　　　　　　振興作物（11品目）
　　　　　　　さといも、食用菊、にら、未成熟そらまめ、大根、にんじん、ピーマン、
　　　　　　　メロン、カリフラワー、キャベツ、葉たばこ
【交付単価】重点振興作物：4,000円以内／10a　振興作物：3,000円以内／10a
【交付要件】出荷・販売している作物であること（下限要件あり）

　売れる米作りを推進するため、特別栽培米（JAS有機米、減農薬減化学肥料栽培米）に取り組む農業
者等に対して助成します。また、ニュースーパーコンを取組水田に施用した場合、上乗せ助成します。
【対 象 者】特別栽培米を生産する農業者及び集落営農
【助成単価】減農薬減化学肥料栽培米（５割減）：1,000円以内／10a
　　　　　　特減農薬減化学肥料栽培米（８割減）：4,000円以内／10a
　　　　　　有機栽培米：6,000円以内／10a
　　　　　　ニュースーパーコン：1,000円以内／10a

※特別栽培米とは国の特別栽培農産物に係る表示ガイドラインに基づき栽培された米（とう精されたものを
含む）をいいます。（サキホコレは除く。）

◀特別栽培米作付推進助成◀

　デントコーン生産に取り組む農業者等に対して助成します。　デントコーン生産に取り組む農業者等に対して助成します。
【対 象 者】【対 象 者】市内のデントコーン生産に取り組む農業者及び集落営農市内のデントコーン生産に取り組む農業者及び集落営農
【助成単価】【助成単価】1,000円以内／10a1,000円以内／10a

◀デントコーン作付支援助成◀

　堆肥を活用した野菜づくりに取り組む農業者等に対して助成します。
【対 象 者】重点振興作物（８品目）、振興作物（11品目）及びホップを出荷・販売する農業者及び集落営農
【取組要件】大雄堆肥センターが製造する堆肥を購入し、重点振興作物及び振興作物を栽培する圃場に

施用すること
【助成単価】1,000円以内 /㎥	

◀野菜等生産力向上助成◀

　耕畜連携による水田の有効利用を推進するため、畜産農家の稲発酵粗飼料購入に対して助成します。
【対 象 者】市内の耕種農家が生産した稲発酵粗飼料を購入する市内の畜産農家（個人）
【助成単価】1,000円以内／１ロール（300kg）当たり

◀耕畜連携推進助成◀

水田利活用緊急支援対策事業（横手市単独事業）

生産力強化産地確立事業（横手市単独事業）

経営所得安定対策等交付金を申請される方は、次の事項をよくお読みに
なり、本対策における適正な交付金の交付にご協力願います。

　調査した結果、誤っているものについては、面積等を修正し、交付金額の再計算を行った
上で、交付金の返還等の手続きを行います。
　また、本調査の拒否、故意的な違反行為を行っていた場合は、直ちに、交付金を返還し
ていただきます。

営農計画書に係る調査営農計画書に係る調査 営農計画書どおりの作付か、捨てづくりではないか等について確認 など

　経営所得安定対策等において、交付金が適正に交付されているか等の確認を行うために、国の
職員が、現地に出向き申請書類や現地ほ場等の調査を実施しています。
　関係書類等は５年間大切に保存していただき、調査へのご協力をお願いします。

❶作付や肥培管理等が不適切と判断された場合は交付金は交付されません。
❷以下の事項に該当する場合は、提出される理由書により交付の判断を行います。

❸自然災害等の合理的な理由がないなど、適切な生産が行われていない可能性が高いと判断された
　場合には、交付金は交付されません。また、既に交付済みの交付金は、返還していただきます。

加工用米、新市場開拓用米加工用米、新市場開拓用米 当年産の出荷数量が当初契約数量の８割に満たない

飼料用米（生もみ除く）、米粉用米飼料用米（生もみ除く）、米粉用米 交付対象の数量・面積から算定される単収が標準単収値（市町
村ごと）から150㎏／10ａを差し引いた値に満たない

飼料作物・WCS用稲飼料作物・WCS用稲 交付対象の数量・面積から算定される単収が基準単収（市町村
ごと）の１／２に満たない

その他作物その他作物 近隣ほ場の生育状況等と比較して明らかに収量が低い

ゲタ対策対象作物ゲタ対策対象作物（麦・大豆（麦・大豆・・そば）の交付金そば）の交付金 交付対象の数量・面積から算定される単収が基準単収（市町村
ごと）の１／２に満たない

　交付対象となる作物については、地域の普及組織等が指導する栽培方法等に従って、十分な収
量が得られるように生産することが原則となっています。

　農業経営を移譲し、農業者年金の経営移譲年金又は特例付加年金を受給している（受給することと
なった）方は、原則、経営所得安定対策等交付金の申請はできませんので、移譲された方の名義で
申請する必要があります。
　農業者年金に関することは、横手市農業委員会（☎0182－35－2172）にお問い合わせください。

既に経営移譲をしている方と、これから経営移譲する方へ

　交付申請書等を提出した後、相続や経営移譲等の事由により申請者に変更が生じた場合、交付金
の円滑な交付を受けるためには、速やかに、相続若しくは、農業経営の承継等に関する手続きを行っ
てください。

７ 本対策に加入する農業者の皆様へ本対策に加入する農業者の皆様へ

立入調査の実施等について１１

適切な生産の徹底（捨てづくりの防止）及び生産性向上に資する取組の強化２２

農業者年金との重複申請防止について３３

農業経営の承継等について４４

８ 横手市単独事業横手市単独事業


